
ご存じですか？ 児童扶養手当・特別児童扶養手当児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当

　父母の離婚などで、父または母と生計をともにできない児
童を養育している人に支給される手当です。（所得制限あり）
父母がいても、父または母が重度の障害の状態にある場合
には支給されます。 

児童扶養手当とは

　18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある
児童（障害があるときは20歳未満の児童）が次のいずれ
かに該当する場合
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が一定程度の障害の状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤その他（父または母が１年以上遺棄している児童、父ま

たは母が１年以上拘禁されている児童、母が婚姻によら
ないで懐胎した児童など）

対象となる児童

手当月額

全部支給
一部支給

児童１人のとき　４１,43０円
４１，42０円　～　９，78０円

児童２人目は５，０００円を加算、３人目以降は
１人につき３，０００円を加算します。

特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは

20歳未満で一定以上の障害のある児童

対象となる児童

手当月額

１級
２級

50,400円
33,570円

問合先　地域福祉課　児童福祉係　☎ ４９２－９１３６

　身体、精神に障害のある児童を養育してい
る人に支給される手当です。（所得制限有り）

児童扶養手当現況届・
　　特別児童扶養手当所得状況届
　　　　　　　　　の提出は期限内に

　児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得
状況届は、毎年８月に提出が必要です。
　提出がない場合、８月分以降の手当が支給さ
れませんのでご注意ください。

　今年７月１日から、乳幼児等医療費助成制度

を15歳になった最初の３月31日（中学３年

生）までに拡大しました。

　中学１年生から中学３年生の年齢に該当す

る人全員が対象となりますが、この医療費助成を

受けるには申請書の提出が必要です。

　申請書の提出がないと、医療費受給者証を発

行できませんので、必ず提出してください。（現

在、母子家庭等医療または、重度障害者医療の

各医療費受給者証をお持ちの人は乳幼児等医療

費助成の申請は必要ありません。）

問合先　地域福祉課　福祉係　☎492-9136

乳幼児等医療助成の
　　　申請はお済みですか？ 在宅高齢者の

　介護用品（おむつ）を給付します
在宅高齢者の
　介護用品（おむつ）を給付します
在宅高齢者の
　介護用品（おむつ）を給付します

家庭介護にお役立てください家庭介護にお役立てください

対　象　介護保険の要介護４または５と認定された

人のうち、おむつが必要な在宅高齢者を介

護している町民税非課税世帯（別世帯

は、両方の世帯が町民税非課税世帯であ

ること）

内　容　紙おむつや尿取りパッドなどの限度額の

範囲内で組み合わせた介護用品を、毎月

１回ご自宅までお届けします。

申込・問合先　健康福祉課

　　　　　　　高年障害係

　　　　　　　☎４９２－９１３７

【対象者】
　平成20年４月２日から平成22年４月１日までに生ま
れた稲美町在住の４歳児、５歳児の新規入園者
【受付期間】
　９月２日（月）～６日（金）　9：00～16：00
　この期間後も随時受け付けます（土・日曜日は除く）。
【受付場所】

【お持ちいただくもの】　印かん、筆記用具
稲美町の幼稚園では次のような教育を行っています
 夢と志を育てる
・「早寝・早起き・朝ごはん」の生活習慣の育成を行います。
・食育と健康づくりを進めていきます。
・幼・小・中と継続した英語教育を進めます。
　＊外国人講師による英語活動を月１回程度行います。

 魅力ある幼稚園をつくる
・集団生活を送るための基本的生活習慣の確立を目指します。
・道徳性の芽生えを大切にした教育を行います。
・幼稚園と小学校の連携に努め「生きる力」を育てます。

○平成23年度から預かり保育（保育時間の延長【月～金、
　通常保育時間後から16：00まで】）を有料で行っています。

【対象者】
　保護者が働いていたり病気のため家庭で十分な保
育ができない町内に住所のある０歳から５歳までの
新規入園希望者
【申込書の交付】
　８月１日（木）から　各保育園または地域福祉課
で配付します。
【受付期間】
　９月２日（月）～11月29日（金）

※この期間以降も随時受付しますが、上記期間内に申込
みされた人が優先となります。

【受付場所】
・町内の保育園希望者は、９月２日（月）～４日

（水）10：00～14：00に入園希望の保育園へ提出
してください。９月５日以降に提出の場合は、事
前に各保育園に連絡の上、提出してください。　

・町外の保育園希望者は、地域福祉課へ提出してく
ださい。
【募集人員】

幼 稚 園幼 稚 園幼 稚 園
問合先　各幼稚園または教育課　☎492-9149

保 育 園保 育 園保 育 園
問合先　各保育園または地域福祉課　☎492-9136

バンビ第一保育園 （森安）
バンビ第二保育園　（岡）
母里保育園 （野寺）
加古保育園 （加古）

募集人員    30人
募集人員    30人
募集人員    30人
募集人員    15人

☎４９２－０３０４
☎４９２－４１４０
☎４９５－２３４３
☎４９２－４８１０

26年度

４歳児、５歳児とも幼児同
伴で各幼稚園へ直接申し
込んでください。
※通園区域の指定はありません。
※定員を超える時は、町内の他

園に入園していただく場合も
あります。

加 古 幼 稚 園
母 里 幼 稚 園
天 満 幼 稚 園
天満南幼稚園
天満東幼稚園

☎４９２-０４２９
☎４９５-０４１１
☎４９２-０４２０
☎４９２-１１００
☎４９５-１９１９

表現活動：
　　　　絵画

安全教育：
交通安全教室

食育：
みそ汁隊

自然体験：
野菜栽培と
収穫

和太鼓演奏（にん忍太鼓）和太鼓演奏（にん忍太鼓）

お　茶　会お　茶　会

ふれあい活動：
中学生との交流

みんなの願い
天まで届きます
ように！

3人乗り（幼児2人同乗用）自転車をレンタルします！3人乗り（幼児2人同乗用）自転車をレンタルします！3人乗り（幼児2人同乗用）自転車をレンタルします！
　加古郡リサイクルプラザでは、平成25年10月１日から「子育て世代に対してのリユース等の啓発」を目的として、３人乗り
（幼児２人同乗用）自転車レンタサイクル事業を実施することになりました。
　お子さんの送り迎えや買い物など、安全・安心に楽しく移動するために、ぜひご活用ください。
●利用対象　稲美町及び播磨町に住む１歳以上６歳未満の幼児
２人以上を養育されている人
●レンタル期間　１年間　平成25年10月５日～平成26年９月
30日（返却期間等を含む）
●募集台数　3人乗り自転車　20台
※平成26年２月にも募集を予定しています。（平成26年４月貸出開始分）
●レンタル料　無　料
●レンタルの条件
・交通安全講習を受講
　　とき　９月27日（金）13：30～
・同乗する幼児はヘルメットの着用が必要です。
・事故などで発生した損害にかかる賠償は利用者負担で利用者
責任（傷害保険は利用者負担）です。

・返却する場合は指定する自転車店にて点検整備（TSマークの

貼付・利用者負担1,000円）を実施してください。
・自転車の修理・盗難などの弁償にかかる費用は利用者負担です。
●申込期間　８月１日（木）から15日（木）まで
●申込方法　申請書を加古郡リサイクルプラザへ提出してくだ
さい（郵送可・締切日の消印有効）
※申請書は加古郡リサイクルプラザのホームページでダウン
ロードできます。

※役場地域福祉課、子育て支援センター、コスモス児童館、
図書館でも配布します。

●利用者の決定　応募者多数の場合は抽選を行い、結果をハガ
キでお知らせします。
●貸出場所　役場　新館南側駐輪場　
　　　　　　10月５日（土）10：00～12：00
●問合先　加古郡リサイクルプラザ　☎079（437）7671

天まで響け
おいも  ほれたよ！
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